
 

控除対象扶養親族等の「区分欄」の記載要領 
 

①配偶者、１６歳未満の扶養親族      ②①以外の扶養親族（特定親族除く） 

 

 

  

 

  

 

③特定親族（１９歳～２２歳までで、 

特定扶養親族以外） 

 

  

 

 

 

 

※非居住者：１年以上国内に居住していない者。居住者と区別され、 

税法上の扶養にとる際に、年齢に応じて条件が付されている。 

【年齢30歳以上70歳未満の者】 

①留学生 

②障害者 

③扶養者から38万円以上の送金がある。 

※①～③のいずれかを満たしていれば扶養 

にとれる（配偶者は年齢問わず扶養OK）。 

【年齢30歳未満、70歳以上の者】 

※扶養の条件はなく、いずれの者も扶養に 

とれる。 

 

 

 


